第２６号様式
事業転換等計画書（事業転換・事業多角化）

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

 　　 eq \o\ad(荒川区長,　　　　　　　　　　　　　　　)　殿

　　　　　　　　　　　　　　住　　所　                                              　
　　　　　　　　　　　　　　企 業 名　                                                

　　　　　　　　　　　　　　代表者名   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印
１　現在の事業の概要

	業　種
	
	 経営形態
	  個人・法人
	 事業年数
	 　年間

	営業内容
	


２　事業の転換又は多角化計画の内容

	事業の転

換・多角

化を行う

  理由
	

	 新たに行

 う事業の

 内容
	

	 営業の方

 針

 (顧客層の

選定と開

拓の方法

等）

	


３　事業転換等の実施予定時期　　　　　　　　　　年　　　月頃

４　事業転換等計画の実施場所　　　　　荒川区                                           
５　事業の転換・多角化に必要な資金の額及びその調達方法

	 　　　　　　資金の使途及び金額
	資金の調達方法

	
	  店舗・工場等
	万円
	 　自　己　資　金
	万円

	
	  機械・備品等
	万円
	 　荒 川 区 融 資
	万円

	
	  そ　 の 　他
	万円
	 　そ　　の　　他

 ( 　　　　　　　 )
	万円

	
	
	万円
	
	

	
	
	万円
	
	

	
	
	万円
	
	

	   合      　　計
	万円
	   合      　　計
	万円


　注１　設備資金については、必ず見積書等をご用意下さい。

　注２　運転資金については、使途別に記入して下さい。

６　事業転換・多角化計画実施後の売上高の見込み

	事業内容
	現在の売上高の水準
	計画実施後第1年度
	計画実施後第2年度

	  従前の事業・業種

 ( 　　　　　　　 )
	万円
	 *構成比

%
	万円
	 *構成比

%
	万円
	 *構成比

%

	  新たな事業・業種

 ( 　　　　　　　 )
	万円
	 *構成比

%
	万円
	 *構成比

%
	万円
	 *構成比

%


	 　　合　　　計
	万円
	*構成比

100%
	万円
	*構成比

100%
	万円
	*構成比

100%


　＊上記売上高の見込みを算出するに当たっての考え方、根拠等の説明：

　　　

　(1)　従前の事業・業種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　(2)　新たな事業・業種：    　                                                          
　　                                                                                    　
　　                                                                                    　
７　事業転換・事業多角化後の損益計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：万円）

	
	 前期の決

 算額

(従前の事業)
	   　　　計画第１年度
	   　　　計画第２年度

	
	
	 従前事業
	 新規事業
	  合　計
	 従前事業
	 新規事業
	  合　計

	 (1) 売上高
	
	
	
	
	
	
	

	 (2) 売上原価
	
	
	
	
	
	
	

	 (3) 売上総利益

   ( *(1)-(2) )
	
	
	
	
	
	
	

	(4)

 販

 売

 費

 ・

 一

 般

 管

 理

 費
	 役員報酬
	
	
	
	
	
	
	

	
	 給料・賃金
	
	
	
	
	
	
	

	
	 減価償却費
	
	
	
	
	
	
	

	
	 光熱水費
	
	
	
	
	
	
	

	
	 地代・家賃
	
	
	
	
	
	
	

	
	 その他経費
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 　　計
	
	
	
	
	
	
	

	  　営業利益

( *(3)-(4) )
	
	
	
	
	
	
	


	審　査
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